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従業員による会社情報へのアクセスと会社経営に関する諮問

従
業
員
に
よ
る
会
社
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
会
社
経
営
に

関
す
る
諮
問 

―
―
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
議
論
を
巡
っ
て
―
―

山　

 

本　

 

真　

 

知　

 

子

は
じ
め
に

一　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
よ
る
集
団
的
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
諮
問

二　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
よ
る
定
期
的
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
諮
問

三　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
へ
の
臨
時
の
情
報
提
供
と
諮
問
（
合
併
・
公
開
買
付
け
等
）

四　

企
業
が
困
難
な
状
況
に
陥
っ
た
際
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
役
割

五　

株
式
会
社
に
お
い
て
「
組
織
化
」
さ
れ
た
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
情
報
入
手
方
法
―
―
会
社
機
関
へ
の
陪
席
・
招
集
へ
の
関
与
等
―
―

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

日
本
の
会
社
又
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
従
業
員
の
地
位
と
い
う
問
題
は
、
従
来
、
会
社
法
学
者
に
よ
っ
て
正

面
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
は
な
か
っ
た（

（
（

。
会
社
の
情
報
に
つ
い
て
も
、
従
業
員
に
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
労
使
協
議
の
場
面
で
提
供
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
従
業
員
が
会
社
の
経
営
に
関
し
て
諮
問
す
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る
と
い
う
よ
う
な
法
制
度
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
従
業
員
（salarié

）
が
五
〇
人
以
上
の
企

業
に
お
い
て
は
、
従
業
員
は
、
そ
の
代
表
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
社
会
経
済
委
員
会
（com

ité social et économ
ique

）（
以
下
「
Ｃ
Ｓ

Ｅ
」
と
い
う
）
を
通
じ
て
、
一
定
の
範
囲
で
、
会
社
情
報
へ
ア
ク
セ
ス
し
、
会
社
経
営
に
つ
い
て
諮
問
す
る
こ
と
（
情
報
へ
の
参
加
）

が
、
労
働
法
と
会
社
法
の
規
定
が
分
担
す
る
形
で
法
制
度
化
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
従
来
、
ド
イ
ツ
の
共
同
決
定
に
比
べ
る
と
、
株
式
会
社
に
お
け
る
従
業
員
の
地
位
に
つ
い
て
、
非
常
に

「
控
え
め
（discrète
）」
で
「
消
極
的
（tim

ide

）」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

（
（

。
従
業
員
は
、
会
社
と
個
人
的
な
労
働
契
約
を
結
ぶ
会
社

外
部
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
古
い
伝
統
的
な
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う（

（
（

。
そ
の
後
、
株
式
会
社
に
お
い
て
様
々
な
従
業

員
の
参
加
制
度
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
一
つ
が
、
従
業
員
の
会
社
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
会
社
経
営
に
関
す
る
諮
問
の
制
度
で
あ
る
。

同
制
度
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す（

（
（

。
本
稿
は
、
主
と
し
て
株
式
会
社
（société anonym

e : SA

）
に
つ
き
、

フ
ラ
ン
ス
の
法
制
度
を
概
観
し
、
前
提
と
な
る
日
仏
の
状
況
を
比
較
し
た
う
え
で
、
日
仏
に
共
通
す
る
従
業
員
の
会
社
に
お
け
る
法

的
位
置
付
け
の
問
題
を
検
討
し
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る（

（
（

。

一　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
よ
る
集
団
的
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
諮
問

1　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
設
置
義
務
（
一
一
人
以
上
の
従
業
員
が
い
る
企
業
）

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
二
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
〇
一
七
―

一
三
八
五
号
（
マ
ク
ロ
ン
・
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
）
に
よ
り
、
従
業

員
代
表
委
員
（délégués du personnel

）、
企
業
委
員
会
（com

ité d’entreprise

）、
衛
生
安
全
労
働
条
件
委
員
会
（com

ité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

（CH
SCT

））
が
強
制
的
に
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
同
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
一

条
、
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
一
―

二
条
一
項
）（

（
（

。
一
九
四
五
年
二
月
二
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
企
業
委
員
会
は
、
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五
〇
人
以
上
の
従
業
員
を
雇
用
す
る
企
業
に
お
い
て
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
連
続
す
る
一
二

ケ
月
間
に
わ
た
っ
て
一
一
名
以
上
の
従
業
員
を
雇
用
す
る
企
業
に
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
一
―

二

条
一
項
・
二
項
）（

（
（

。

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
①
従
業
員
代
表
委
員
の
「
職
業
選
挙
」（élections professionnelles

）
に
よ
り
選
ば
れ
る
一
名
か
ら
三
五
名
（
従
業

員
数
五
〇
～
七
四
名
の
場
合
で
四
名
）
の
従
業
員
代
表
（
団
）（délégation élue du personnel

）（
（1
（

だ
け
で
は
な
く
、
②
使
用
者

（l’em
ployeur

）
と
で
構
成
さ
れ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

一
条
一
項
）。
使
用
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
会
議
に
お
い
て
は
、
議

長
を
務
め
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

二
三
条
二
項
）、
決
議
は
出
席
し
た
構
成
員
の
過
半
数
に
よ
り
な
さ
れ
る
。
議
長
が
従
業
員
代
表

団
と
し
て
の
当
該
委
員
会
の
選
出
構
成
員
に
諮
問
す
る
場
合
に
は
、
議
長
は
投
票
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
法
典
Ｌ
．
二

三
一
五
―

三
二
条
）（

（1
（

。
ま
た
、
③
産
業
別
組
合
を
各
企
業
に
お
い
て
代
表
し
て
い
る
者
が
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
諮
問
的

な
立
場
で
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
出
席
す
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

二
条
、
Ｌ
．
二
一
四
三
―

二
二
条
一
項
）（

（1
（

。

2　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
企
業
情
報
の
提
供
と
諮
問
を
受
け
る
権
利
（
五
〇
人
以
上
の
従
業
員
が
い
る
企
業
）

　

五
〇
人
以
上
の
従
業
員
が
い
る
企
業
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は（

（1
（

、「
企
業
の
経
済
及
び
財
務
、
労
働
の
組
織
、
職
業
訓
練
並
び
に
生
産

技
術
の
展
開
と
管
理
に
関
す
る
使
用
者
の
決
定
に
つ
い
て
、
従
業
員
の
利
益
を
恒
常
的
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
、
そ
の
集
合
的
な
意

見
表
明
を
確
保
す
る
」
こ
と
を
使
命
と
す
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

八
条
Ⅰ
）（

（1
（

。
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
企
業
の
①
組
織
、
②
経
営
管
理
、

③
通
常
の
運
営
事
項
（m

arche géngéral

）、
に
関
す
る
問
題
、
特
に
従
業
員
総
数
や
経
済
的
又
は
法
的
な
構
造
に
影
響
を
与
え
る

性
質
の
措
置
に
つ
い
て
、
情
報
を
与
え
ら
れ
、
諮
問
を
求
め
ら
れ
る
（
同
条
Ⅱ
）（

（1
（

。
二
〇
二
一
年
八
月
二
二
日
法
二
〇
二
一
―

一
一
〇

四
号
四
〇
条
に
よ
り
、
特
に
、
こ
れ
ら
の
決
定
の
「
環
境
的
な
結
果
（conséquences environnem

entales 

）」
の
観
点
か
ら
情
報

を
与
え
ら
れ
、
意
見
を
求
め
ら
れ
表
明
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
同
条
Ⅰ
・
Ⅲ
）。
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Ｃ
Ｓ
Ｅ
へ
の
諮
問
を
要
す
る
場
合
に
は
、
使
用
者
は
、
原
則
と
し
て
、
決
定
を
な
す
前
に
Ｃ
Ｓ
Ｅ
へ
諮
問
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
四
条
一
項
）。
諮
問
を
前
置
す
べ
き
「
使
用
者
の
決
定
」
に
は
、
具
体
的
な
法
律
行
為
だ
け
で
な
く
、

方
針
等
の
決
定
も
含
ま
れ
る（

（1
（

。
な
お
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
従
業
員
数
五
〇
名
以
上
の
場
合
に
は
法
人
格
を
有
し
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

二
三
条
一
項
）（

（1
（

、「
組
織
的
性
格
」
を
も
つ
と
さ
れ
る（

（1
（

。

二　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
よ
る
定
期
的
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
諮
問

1　

五
〇
人
以
上
の
従
業
員
の
い
る
企
業
に
適
用
さ
れ
る
一
般
規
定（

（1
（

（
1
）
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
提
供
さ
れ
る
情
報
の
内
容
及
び
情
報
提
供
・
諮
問
の
手
続

　

定
期
的
な
情
報
提
供
・
諮
問
の
内
容
に
は
、「
公
序
（ordre public

）」
と
し
て
必
ず
、
①
企
業
の
戦
略
的
方
針
、
②
企
業
の
経
済

的
・
財
務
的
な
状
況
、
③
企
業
の
社
会
的
施
策
、
労
働
と
雇
用
の
条
件
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
情
報
が
提
供
さ
れ
、
諮
問
が
求
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
七
条
）（

（2
（

。
使
用
者
は
、
基
礎
と
な
る
具
体
的
事
項
を
情
報
と
し
て
「
経
済
社
会

環
境
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（base de donnés économ

iques sociales et environnem
entales

（
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
））」
に
集
め
、
こ
れ
を
定

期
的
に
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
提
供
す
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
八
条
）（

（2
（

。
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
に
は
、
公
序
と
し
て
、
企
業
に
お
け
る
男
女
間
の
職

業
的
平
等
（
特
に
企
業
指
揮
者
（dirigeant

）
階
層
に
お
け
る
報
酬
と
分
配
に
お
け
る
格
差
）
に
関
す
る
情
報
が
必
ず
内
容
に
含
ま
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
）（

（2
（

。
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
の
内
容
等
は
、
使
用
者
と
Ｃ
Ｓ
Ｅ
と
の
間
等
の
協
定
で
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
最

小
限
、
公
序
で
も
あ
る
①
企
業
に
お
け
る
男
女
間
の
職
業
的
平
等
に
加
え
、
②
労
使
に
関
す
る
投
資
、
有
形
・
無
形
の
投
資
、
③
自

己
資
金
、
債
務
、
④
従
業
員
及
び
企
業
指
揮
者
の
報
酬
要
素
の
総
計
、
⑤
社
会
的
活
動
及
び
文
化
的
活
動
、
⑥
出
資
者
へ
の
分
配
、

⑦
企
業
へ
の
資
金
の
流
入
、
⑧
企
業
活
動
の
環
境
的
な
結
果
、
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
一
条
）。
協
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定
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
補
充
規
定
に
よ
り
①
～
⑧
に
加
え
、
⑨
下
請
け
、
⑩
場
合
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
商
業
上

及
び
金
融
上
の
権
利
移
転
に
つ
い
て
の
情
報
、
が
必
要
と
な
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

三
六
条
三
項
）（

（2
（

。
先
行
す
る
二
年
、
当
該
年
、

次
の
三
年
の
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
（
同
条
四
項
）。

　

使
用
者
と
Ｃ
Ｓ
Ｅ
と
の
間
等
で
結
ば
れ
る
協
定
に
よ
っ
て
、
諮
問
の
内
容
・
周
期
（
三
年
以
内
）・
方
法
、
諮
問
に
必
要
な
情
報

の
内
容
等
を
調
整
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
九
条
）。
協
定
に
よ
る
年
間
の
会
合
回
数
は
、
六
回
以
上

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
同
項
二
号
）
が（

（2
（

、
協
定
が
結
ば
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
補
充
規
定
に
よ
り
年
に
一
回
の
ペ
ー
ス

で
、
公
序
と
さ
れ
る
事
項
同
様
の
①
企
業
の
戦
略
的
方
針
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
四
条
）、
②
企
業
の
経
済
的
・
財
務
的
な
状
況

（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
五
条
）、
③
企
業
の
社
会
的
施
策
、
労
働
と
雇
用
の
条
件
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
六
条
～
Ｌ
．
二
三
一

二
―

三
五
条
）
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
情
報
が
提
供
さ
れ
、
諮
問
が
求
め
ら
れ
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
二
条
）（

（2
（

。
②
企
業
の
経
済

的
・
財
務
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
活
動
と
経
済
的
・
財
務
的
な
状
況
及
び
来
た
る
年
の
展
望
に
関
す
る
情
報
（
同
法
典
Ｌ
．

二
三
一
二
―

二
五
条
Ⅱ
一
号
）、
及
び
、
企
業
の
研
究
と
技
術
的
な
発
展
の
方
針
に
関
す
る
情
報
（
同
条
Ⅱ
五
号
）
が
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
提
供
さ

れ
る
。
商
事
会
社
の
形
態
を
と
ら
な
い
企
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
成
す
る
会
計
書
類
が
対
象
と
な
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二

五
条
Ⅱ
四
号
）。

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
そ
の
諮
問
的
権
限
の
行
使
の
た
め
に
、
意
見
と
要
望
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
五

条
一
項
）。
手
続
と
し
て
、
使
用
者
は
、
書
面
化
さ
れ
た
詳
細
な
情
報
を
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
伝
達
す
る
か
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
が
自
由
に
利
用
で
き
る

状
態
に
す
る
（
同
条
二
項
）（

（2
（

。
使
用
者
は
、
全
て
の
諮
問
に
先
立
ち
、
必
ず
有
益
か
つ
完
全
な
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
解
さ
れ
る（

（2
（

。
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
情
報
が
十
分
で
は
な
い
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
商
事
裁
判
所
長
に
民
事
裁
判
の
急
速
審
理
（référé

）

等
の
手
続
で
の
不
足
事
項
の
通
知
を
請
求
で
き
る
（
同
条
四
項
）
か
ら
で
あ
る（

（2
（

。
Ｃ
Ｓ
Ｅ
が
指
摘
を
し
た
場
合
は
、
使
用
者
が
理
由

を
付
し
て
回
答
す
る
（
同
条
二
項
）（

（2
（

。
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
提
供
さ
れ
る
情
報
の
内
容
、
諮
問
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
メ
ン
バ
ー
に
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は
、
特
別
の
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

三
条
一
項
）（

（3
（

。

　

諮
問
に
対
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
答
申
意
見
の
表
明
に
は
、
協
定
に
よ
り
予
定
期
間
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
五
条
二
項
）
を
定
め

る
の
が
一
般
で
あ
る
が
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
九
条
一
項
四
号
）、
法
は
、
協
定
が
締
結
さ
れ
な
い
と
き
に
つ
き
、
使
用
者
が
諮

問
の
た
め
に
情
報
を
提
供
し
た
時
か
ら
一
ケ
月
、
委
員
会
に
後
述
す
る
鑑
定
人
を
招
聘
し
た
と
き
に
は
二
ケ
月
と
す
る
補
充
規
定
を

置
い
て
い
る
（
同
法
典
Ｒ
．
二
三
一
二
―

五
条
、
Ｒ
．
二
三
一
二
―

六
条
）（

（3
（

。

（
2
）
必
要
な
諮
問
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

　

使
用
者
が
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
必
要
的
諮
問
を
す
る
こ
と
な
く
決
定
を
下
す
と
、
同
委
員
会
の
権
限
に
対
す
る
侵
害
と
な
り
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、

「
明
白
に
不
法
の
妨
害
行
為
」
と
し
て
民
事
裁
判
（
大
審
裁
判
所
）
に
お
け
る
急
速
処
理
に
よ
る
手
続
中
止
の
措
置
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
る（

（3
（

。
ま
た
、
諮
問
の
懈
怠
が
そ
も
そ
も
適
法
な
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
設
置
義
務
違
反
に
よ
る
と
き
に
は
、
運
営
に
対
す
る
妨
害

（entrave

）
の
軽
罪
（délit

）
と
な
り
、
刑
事
制
裁
（
七
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
）
を
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三

一
七
―

一
条
）（

（3
（

。
他
方
、
諮
問
を
な
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
使
用
者
の
決
定
が
直
ち
に
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で

は
実
体
的
な
効
果
は
乏
し
い
と
さ
れ
る（

（3
（

。

2　

株
式
会
社（

（3
（

に
適
用
さ
れ
る
規
定

（
1
）
株
主
と
同
様
の
情
報
ア
ク
セ
ス
権
等

　

五
〇
人
以
上
の
従
業
員
の
い
る
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
株
主
と
同
様
の
情
報
、
伝
達
、
閲
覧
・
謄
写
の
権
利
（
商

法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇
〇
条
～
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇
二
条
、
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇
八
条
、
Ｌ
．
二
二
五
―

一
一
五
条
～
Ｌ
．
二
二
五
―

一
一
八
条
）

を
有
し
て
い
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
五
条
Ⅱ
二
号
）（

（3
（

。
使
用
者
は
、
株
主
総
会
（assem

blée

）
に
お
い
て
毎
年
伝
え
る
こ
と
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が
義
務
付
け
ら
れ
る
書
類
等
を
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
も
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（3
（

。
具
体
的
に
は
、
年
次
通
常
総
会
（assem

blée générale 

ordinaire

）
に
一
層
式
の
取
締
役
会
（conseil d’adm

inistration

）
又
は
二
層
式
の
業
務
執
行
役
会
（directoire

）
が
提
出
す
る
年

次
計
算
書
類
、
必
要
な
場
合
の
連
結
計
算
書
類
、
及
び
こ
れ
ら
の
報
告
書
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇
〇
条
Ⅰ
）、
会
計
監
査
役

（com
m

issaire au com
pte

）
報
告
（
同
条
Ⅰ
）、
取
締
役
会
が
提
出
す
る
事
業
報
告
書
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
（
同

条
Ⅰ
・
Ｌ
．
二
二
五
―

三
七
条
六
項
）、
業
務
監
査
役
会
（conseil de surveillance

）
が
提
出
す
る
事
業
報
告
書
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

バ
ナ
ン
ス
報
告
書
（
同
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇
〇
条
Ⅰ
・
Ｌ
．
二
二
五
―

六
八
条
六
項
）
等
が
送
付
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
株
主
総
会
の

開
催
日
に
お
け
る
議
案
書
面
を
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
七
条
二
項
）、
株
主
同
様
の
書
面
に
よ
る
質
問

権
が
あ
る
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇
八
条
三
項
・
四
項
）。
株
主
名
簿
（
同
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
一
六
条
）、
直
近
の
三
会
計
年
度
の

会
計
書
類
、
株
主
総
会
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
、
株
主
総
会
の
議
事
録
等
の
閲
覧
・
謄
写
（
同
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
一
五
条
、
Ｌ
．

二
二
五
―

一
一
七
条
、
Ｒ
．
二
二
五
―

九
〇
条
、
Ｒ
．
二
二
五
―

九
二
条
）
な
ど
も
認
め
ら
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

二
〇
二
三
年
一
二
月
六
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
〇
二
三
―

一
一
四
二
号
二
六
条
（
二
〇
二
五
年
一
月
一
日
施
行
）
に
よ
り
、
対
象
会
社

に
お
い
て
は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
ィ
リ
テ
ィ
ー
（durabilité
）
に
関
す
る
情
報
（
商
法
典
Ｌ
．
二
三
二
―

六
―

三
条
、
Ｌ
．
二
三
三
―

二
八
―

四

条
）
及
び
そ
れ
ら
の
入
手
と
検
証
の
手
段
が
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
提
供
さ
れ
、
そ
の
諮
問
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二

―

一
七
条
）。
対
象
と
な
る
の
は
、
①
大
会
社
（
商
法
典
Ｌ
．
二
三
〇
―

一
条
四
号
）
又
は
大
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
会
社
（
同
法
典
Ｌ
．

二
三
〇
―

二
条
三
号
）、
②
小
会
社
又
は
中
会
社
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
〇
―

一
条
二
号
・
三
号
）
で
あ
っ
て
、
持
分
証
券
（titres

）
が
規
制

市
場
に
お
い
て
流
通
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
会
社
（
同
法
典
Ｌ
．
二
二
―

一
〇
―

三
六
条
Ⅰ
・
Ｌ
．
二
三
二
―

六
―

三
条
Ⅰ
）
で
あ
る（

（3
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
書
類
の
伝
達
義
務
は
、
企
業
の
経
済
的
・
財
務
的
状
況
に
関
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
定
期
的
な
諮
問
の
準
備
の
た
め
の
も

の
で
あ
る（

（4
（

。
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（
2
）
株
主
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
情
報
ア
ク
セ
ス
権

　

株
式
会
社
に
お
い
て
、
将
来
の
経
営
（gestion provisionnelle

）
に
関
す
る
書
類
（
予
測
に
基
づ
く
成
果
計
算
書
・
予
測
に
基
づ
く

資
金
調
達
計
画
等
）
の
作
成
が
取
締
役
会
・
業
務
執
行
役
会
又
は
業
務
執
行
者
（gérant

）
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
書
類
及
び
会
社
の
評
価
が
記
載
さ
れ
取
締
役
会
又
は
業
務
執
行
役
会
が
要
約
し
た
報
告
書
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
知
ら
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
五
Ⅱ
三
号
、
商
法
典
Ｌ
．
二
三
二
―

二
条
一
項
、
Ｌ
．
二
三
二
―

三
条
）（

（4
（

。
該
当
す
る
の
は
、
会

社
の
会
計
年
度
終
了
時
に
お
い
て
、
三
〇
〇
人
以
上
の
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
又
は
取
引
額
の
純
額
（chiffre d’affaire

）

が
一
八
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
以
上
を
達
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
（
商
法
典
Ｌ
．
二
三
二
―

二
条
、
Ｒ
．
二
三
二
―

二
条
一
項
）（

（4
（

。
書
類
等
は
、

コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
な
も
の
と
な
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
五
条
Ⅱ
三
号
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

三
条
二
項
）（

（4
（

。

　

予
測
に
基
づ
く
成
果
計
算
書
・
予
測
に
基
づ
く
資
金
調
達
計
画
書
は
、
一
年
毎
に
作
成
さ
れ
る
が
（
商
法
典
Ｒ
．
二
三
二
―

三
条
一

項
二
号
）（

（4
（

、
企
業
の
危
機
を
予
防
す
る
た
め
と
い
う
側
面
が
あ
る（

（4
（

。
作
成
後
八
日
以
内
に
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
、
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
業

務
監
査
役
会
・
会
計
監
査
役
に
も
知
ら
さ
れ
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
二
―

三
条
、
Ｒ
．
二
三
二
―

六
条
）
が（

（4
（

、
株
主
又
は
社
員
に
伝
え
る

こ
と
を
課
す
法
律
及
び
規
則
の
規
定
は
存
在
し
な
い（

（4
（

。

三　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
へ
の
臨
時
の
情
報
提
供
と
諮
問
（
合
併
・
公
開
買
付
け
等
）

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
全
て
の
形
式
の
企
業
に
お
い
て
、「
組
織
の
経
済
的
又
は
法
的
な
変
更
」
等
に
つ
き
、
そ
れ
ら
の
「
環
境
的
な
結
果
」

も
含
め
て
、
情
報
を
与
え
ら
れ
、
意
見
聴
取
を
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

八
条
Ⅱ
二
号
・
Ⅲ
）。

な
お
、
使
用
者
と
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
間
の
協
約
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
情
報
・
諮
問
の
内
容
等
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
同
法
典
二

三
一
二
―

五
五
条
）（

（4
（

、
公
開
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
、「
公
序
」
と
し
て
、
必
ず
諮
問
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
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三
一
二
―

三
七
条
）。

1　

企
業
組
織
の
経
済
的
又
は
法
的
変
化
（
合
併
等
）

（
1
）
合
併
、
企
業
譲
渡
、
子
会
社
の
買
収
・
譲
渡
等

　

特
に
、
①
合
併
、
②
企
業
譲
渡
、
③
子
会
社
の
買
収
又
は
譲
渡
、
④
企
業
の
生
産
構
造
の
重
要
な
変
更
が
「
企
業
組
織
の
経
済
的

又
は
法
的
変
化
」（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

八
条
Ⅱ
二
号
）
に
該
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
企
業
の
ト

ッ
プ
は
、
計
画
さ
れ
た
変
更
の
動
機
を
明
示
し
、
変
更
が
従
業
員
に
影
響
を
与
え
る
結
果
と
な
る
場
合
に
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
諮
問
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
～
④
の
場
合
同
様
に
、
⑤
他
の
企
業
に
「
参
加
」
す
る
際
に
は
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
諮
問
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま

た
、
⑥
「
参
加
」
の
対
象
と
な
る
と
き
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
情
報
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る（

（4
（

。

（
2
）
企
業
集
中
（concentration

）
の
場
合

　

企
業
が
企
業
集
中
（
商
法
典
Ｌ
．
四
三
〇
―

一
条
）（

（5
（

に
関
す
る
行
為
の
一
角
を
占
め
て
い
る
場
合
、
使
用
者
は
、
行
政
当
局
に
よ
っ

て
課
せ
ら
れ
る
企
業
集
中
の
通
知
（
同
法
典
Ｌ
．
四
三
〇
―

三
条
）
の
公
表
か
ら
三
日
以
内
に
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
一
条
一
項
）。
次
に
述
べ
る
公
開
買
付
け
の
場
合
の
よ
う
に
明
文
で
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
Ｃ

Ｓ
Ｅ
に
よ
る
諮
問
は
企
業
集
中
の
決
定
の
後
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う（

（5
（

。

2　

公
開
買
付
け
（offre publique d’achat : 

Ｏ
Ｐ
Ａ
）

　

オ
フ
ァ
ー
を
実
行
す
る
企
業
の
使
用
者
と
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
対
象
企
業
の
使
用
者
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
情
報
を
与
え
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
を
直
ち
に
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
二
条
一
項
）。
オ
フ
ァ
ー
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実
行
企
業
の
使
用
者
は
、
上
述
し
た
原
則
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
四
条
一
項
）
の
例
外
と
し
て
、
決
定
の
後
に
諮
問
を
行
う

（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
九
条
Ⅰ
）。
秘
密
保
持
の
た
め
で
あ
る（

（5
（

。

　

オ
フ
ァ
ー
実
行
者
は
、
対
象
会
社
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
、
公
表
後
三
日
以
内
に
、
情
報
通
知
書
（note d’inform

ation 

）（
通
貨
金
融
法
Ｌ
．

六
二
一
―

八
条
Ⅲ
）
を
送
付
す
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
四
条
）。
対
象
会
社
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
招
集
と
オ
フ
ァ
ー
の
計
画
に
つ
い
て

の
意
見
聴
取
は
、
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
が
オ
フ
ァ
ー
の
利
益
（intérêt

）
と
会
社
に
と
っ
て
の
結
果
に
対
し
て
意
見
を
表

明
す
る
前
に
（A

M
F : autorité des m

archés financiers

（
金
融
市
場
管
理
機
構
）
一
般
規
則
Ｒ
．
二
三
一
―

一
九
条
四
号
参
照
）
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
六
条
Ⅰ
）（

（5
（

。

　

対
象
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
伝
達
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
検
証
し
、
オ
フ
ァ
ー
実
行
者
を
聴
取
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
オ
フ
ァ

ー
実
行
者
の
意
向
に
沿
い
友
好
的
な
立
場
を
と
る
か
、
又
は
、
オ
フ
ァ
ー
に
敵
対
す
る
か
の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（5
（

。
意

見
表
明
は
、
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
申
請
の
一
ケ
月
以
内
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
六
条
Ⅰ
）（

（5
（

。
も
っ
と
も
、

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
オ
フ
ァ
ー
を
阻
止
す
る
権
限
は
な
い
。
し
か
し
、
従
業
員
の
状
況
に
対
す
る
態

度
は
、
実
行
が
成
功
す
る
か
失
敗
す
る
か
を
分
け
る
決
定
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る（

（5
（

。

　

オ
フ
ァ
ー
の
実
行
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
対
象
会
社
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
よ
っ
て
招
聘
さ
れ
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
二
条
、
Ｌ
．

二
三
一
二
―

四
六
条
）、
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
有
し
て
い
る
又
は
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
対
象
会
社
の
持
分
証

券
に
紐
づ
け
ら
れ
た
議
決
権
が
停
止
さ
れ
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
八
条
一
項
・
二
項
）。
こ
の
制
裁
は
、
根
源
的
で
効
果
の
高

い
（radicale

）
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
が
あ
る（

（5
（

。
も
っ
と
も
、
オ
フ
ァ
ー
実
行
者
が
招
聘
に
応
じ
、
対
象
会
社
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
よ
り

聴
取
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
翌
日
に
は
制
裁
は
解
除
さ
れ
、
議
決
権
が
復
活
す
る
（
同
条
三
項
）（

（5
（

。
な
お
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
メ
ン
バ
ー
が
意
見

表
明
を
す
る
た
め
に
十
分
な
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
評
価
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
、
迅
速
な
手
続
に
よ
っ
て
八
日
以
内

に
対
象
会
社
と
オ
フ
ァ
ー
実
行
者
に
欠
け
て
い
る
情
報
の
提
供
を
命
じ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―



233

従業員による会社情報へのアクセスと会社経営に関する諮問

四
六
条
Ⅱ
）（

（5
（

。

四　

企
業
が
困
難
な
状
況
に
陥
っ
た
際
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
役
割

1　

経
済
的
警
告
（
ア
ラ
ー
ト
）
の
権
利

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
が
「
企
業
の
経
済
的
な
状
況
に
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
性
質
」
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
に
は
、
使
用

者
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

六
三
条
一
項
）。
予
防
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
準
は
、
会
計
監

査
役
に
よ
る
ア
ラ
ー
ト
の
基
準
（
商
法
典
Ｌ
．
二
三
四
―

一
条
一
項
）
よ
り
も
広
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る（

（6
（

。
使
用
者
の
回
答
が
不
十

分
な
と
き
又
は
回
答
に
よ
り
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
状
況
が
確
定
的
で
あ
る
と
確
認
し
た
と
き
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
報
告
書
を
作
成
す
る

（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

六
三
条
三
項
）。
報
告
書
は
、
使
用
者
及
び
存
在
す
れ
ば
会
計
監
査
役
に
伝
達
さ
れ
る
（
同
条
四
項
）。
Ｃ

Ｓ
Ｅ
の
報
告
書
に
は
、
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
等
に
提
出
す
る
か
否
か
、
他
の
形
態
の
会
社
の
場
合
に
は
、
会
社
指
揮
者
を

通
じ
て
と
な
ろ
う
が
、
社
員
に
伝
え
る
か
に
つ
い
て
の
結
論
も
記
載
さ
れ
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

六
五
条
）。
取
締
役
会
又
は
業

務
監
査
役
会
は
、
企
業
の
状
況
の
懸
念
さ
れ
る
性
格
に
つ
い
て
の
説
明
の
要
求
が
一
五
日
以
上
前
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次
の

会
議
に
お
い
て
議
題
と
し
、
使
用
者
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
報
告
書
の
結
論
に
つ
い
て
理
由
を
付
し
て
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法

典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

六
六
条
一
項
）（

（6
（

。

　

従
業
員
数
三
〇
〇
名
以
上
の
企
業
で
は
、
四
半
期
ご
と
に
、
企
業
に
よ
る
社
会
保
険
料
支
払
の
不
測
の
遅
延
等
を
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
に

掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

六
九
条
）。「
企
業
の
経
済
的
な
状
況
に
疑
念
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
影
響

を
与
え
る
性
質
」
の
事
実
の
存
否
に
関
わ
り
、
経
済
的
警
告
権
の
行
使
の
判
断
に
資
す
る
情
報
で
あ
る
と
さ
れ
る（

（6
（

。
以
上
の
伝
達
さ

れ
た
企
業
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
秘
密
保
持
義
務
が
課
さ
れ
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

六
七
条
）（

（6
（

。
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2　

裁
判
上
の
更
生
・
清
算
、
保
護
手
続
の
際
の
情
報
受
領
と
諮
問

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
①
裁
判
上
の
更
生
（redressem

ent judiciaire

）
若
し
く
は
②
裁
判
上
の
清
算
（liquidation judiciaire

）
の
手
続

開
始
請
求
の
た
め
に
会
計
書
類
を
裁
判
所
へ
提
出
す
る
前
、
又
は
①
の
手
続
（
商
法
典
Ｌ
．
六
三
一
―

一
七
条
、
Ｌ
．
六
三
一
―

一
八
条
、

Ｌ
．
六
三
一
―

一
九
条
、
Ｌ
．
六
三
一
―

二
二
条
）
若
し
く
は
②
の
手
続
（
同
法
典
Ｌ
．
六
四
一
―

一
条
～
Ｌ
．
六
四
一
―

四
条
、
Ｌ
．
六
四
一
―

一
〇
条
三
項
、
Ｌ
．
六
四
二
―

五
条
一
項
・
最
終
前
項
、
Ｌ
．
六
四
二
―

九
条
二
項
）
に
お
い
て
、
使
用
者
か
ら
情
報
を
受
領
し
諮
問
を
求

め
ら
れ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

五
三
条
一
項
一
号
・
三
号
・
四
号
）。
③
保
護
手
続
（sauvegarde

）（
商
法
典
Ｌ
．
六
二
三
―

三
条
、

Ｌ
．
六
二
三
―

八
条
）
に
お
い
て
も
同
様
に
、
使
用
者
か
ら
情
報
を
受
領
し
諮
問
を
求
め
ら
れ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

五
三
条

一
項
二
号
）（

（6
（

。

五　

株
式
会
社
に
お
い
て
「
組
織
化
」
さ
れ
た
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
情
報
入
手
方
法 

―
―
会
社
機
関
へ
の
陪
席
・
招
集
へ
の
関
与
等
―
―

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
原
則
と
し
て
使
用
者
の
「
決
定
の
前
」
に
情
報
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
情
報
が
組
織
化
」
さ
れ（

（6
（

、

株
主
総
会
等
の
機
関
に
「
介
入
」
し
た
り（

（6
（

、
会
計
監
査
役
・
会
計
鑑
定
人
等
の
補
佐
を
受
け
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。

1　

会
社
機
関
へ
の
陪
席
・
招
集
へ
の
関
与
等

（
1
）
株
主
総
会

①　

陪
席
と
諮
問

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
を
代
表
す
る
二
人
の
構
成
員
は
株
主
総
会
に
陪
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
七
条
三
項
）。
株
主
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総
会
の
性
質
（
通
常
（générale

）、
非
常
（extraordinaire

）、
特
種
（spéciale

）（
（6
（

）
と
議
題
を
問
わ
な
い
と
さ
れ
る（

（6
（

。
原
則
と
し
て
、

陪
席
者
は
、
議
論
に
は
加
わ
ら
な
い（

（6
（

。

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
代
表
者
を
招
集
し
な
か
っ
た
場
合
の
株
主
総
会
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
明
文
の
規
定
は
な
い
。
総
会
決
議
は
無
効
と
は

な
ら
な
い
と
解
す
る
も
の
も
あ
り
、
商
法
典
Ｌ
．
二
三
五
―

一
条
二
項
は
、
決
議
の
無
効
事
由
と
し
て
、
ⅰ
本
編
の
強
行
規
定
又
は

ⅱ
契
約
を
規
律
す
る
法
律
の
違
反
か
ら
の
み
生
じ
得
る
と
し
て
い
る
が（

（7
（

、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
構
成
員
に
株
主
総
会
へ
の
陪
席
の
権
利
を
認
め

る
規
定
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
七
条
）
は
、
商
法
典
第
二
巻
の
強
行
規
定
で
も
な
く
、
契
約
に
関
す
る
強
行
規
定
で
も
な
い

こ
と
を
あ
げ
て
い
る（

（7
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
労
働
法
典
は
、
公
序
で
あ
り
、
そ
の
違
反
は
無
効
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
る
べ
き

で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る（

（7
（

。
破
棄
院
は
、
中
間
的
な
見
解
を
示
し
て
お
り
、
代
表
者
の
不
在
が
詐
欺
的
行
為
（
フ
ロ
ー
ド

（fraude

））
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
と
決
議
の
目
的
に
よ
っ
て
判
断
を
分
け
て
い
る
と
さ
れ
る（

（7
（

。
も
っ
と
も
、
会
社
の
指
揮

者
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
機
能
の
妨
害
の
軽
罪
と
な
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
罰
金
を
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
七
―

一
条
）（

（7
（

。

②　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
意
見
の
株
主
総
会
へ
の
伝
達

　

労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

八
条
の
適
用
に
よ
っ
て
Ｃ
Ｓ
Ｅ
が
諮
問
を
受
け
た
企
業
の
経
済
的
又
は
法
的
組
織
の
変
更
に
つ
い
て

株
主
総
会
が
決
議
を
す
る
た
め
に
招
集
さ
れ
た
と
き
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
意
見
が
株
主
総
会
に
伝
達
さ
れ
る
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇

五
条
）。

③　

株
主
総
会
を
招
集
す
る
受
任
者
（m

andataire

）
の
指
名
請
求

　

株
主
総
会
は
、
取
締
役
会
又
は
業
務
執
行
役
会
に
よ
り
招
集
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇
三
条
Ⅰ
）、

緊
急
の
場
合
に
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
を
代
表
す
る
一
名
又
は
二
名
の
構
成
員
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
株
主
総
会
を
招
集
す
る
任
務
を
負
う
受

任
者
の
指
名
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
先
は
、
急
速
審
理
を
宣
言
す
る
商
事
裁
判
所
長
で
あ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
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二
―

七
七
条
一
項
、
Ｒ
．
二
三
一
二
―

三
一
条
）（

（7
（

。
少
数
派
株
主
（
五
％
以
上
の
会
社
資
本
を
結
集
す
る
一
人
又
は
二
人
以
上
の
株
主
等
の
請
求

権
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
〇
三
条
Ⅱ
二
号
））
と
同
様
で
あ
る（

（7
（

。

（
2
）
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
へ
の
陪
席
と
諮
問

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
を
代
表
す
る
原
則
と
し
て
二
人
の
構
成
員
は
、
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
に
陪
席
し
、
諮
問
的
な
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
二
条
一
項
）（

（7
（

。
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
の
権
限
に
属
す
る
議
案
は
全
て
伝
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（7
（

。

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
代
表
者
は
、
諮
問
的
な
意
見
を
述
べ
る
の
み
で
、
諮
問
的
な
議
決
権
行
使
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
法
は
、「
Ｃ
Ｓ

Ｅ
の
意
見
を
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
三
条
二
項
）。
こ
の

こ
と
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
代
表
者
は
、
そ
の
選
択
す
る
全
て
の
議
題
に
つ
い
て
、
自
由
に
意
見
を
述
べ
、
提
案
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
は
、
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
に
、
こ
れ
ら
の
意
見
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
意
見
を

形
成
す
る
こ
と
を
課
し
て
い
る
（
同
条
同
項
）。
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
代
表
者
の
不
在
の
場
合
の
決
議
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
株
主

総
会
の
場
合
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
得
る（

（7
（

。

　

取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
に
陪
席
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
代
表
者
は
、
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
の
構
成
員
と
同
じ
書
類
の
伝

達
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
三
条
一
項
）（

（8
（

。
第
一
級
の
重
要
性
を
も
つ
情
報
も
入
手
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
会
議
に
出
席
す
る
よ
う
に
招
集
さ
れ
た
全
て
の
者
と
同
様
に
、
代
表
委
員
は
、
秘
匿
の
性
格
が
示
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は
そ
れ
に
従
い
、
会
議
体
の
長
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

三
七
条
四
項
、
Ｌ
．
二
二
五
―

九
二
条
）（

（8
（

。

も
っ
と
も
、
秘
匿
の
義
務
に
違
反
し
た
と
し
て
も
、「
職
業
上
の
秘
密
の
暴
露
」（
刑
事
法
典
二
二
六
―

一
三
条
）
は
な
く
、
刑
事
罰
は

科
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
さ
れ
る（

（8
（

。
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2　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
対
す
る
補
佐

（
1
）
会
計
監
査
役

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
①
株
主
に
対
す
る
の
と
同
様
に
提
供
さ
れ
た
書
類
等
の
諸
項
目
と
②
企
業
の
財
務
状
況
に
つ
い
て
、
会
計
監
査
役
か

ら
説
明
を
受
け
る
た
め
、
会
計
監
査
役
を
招
聘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
五
条
Ⅱ
二
号
）。
こ
の
場
合
、
会

計
監
査
役
は
、
こ
れ
ら
二
点
に
関
す
る
質
問
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
会
社
の
指
揮
者
に
よ
る
企
業
の
経
営
遂
行
に
つ

い
て
最
小
限
の
価
値
判
断
を
示
せ
ば
よ
い
と
解
さ
れ
て
い
る（

（8
（

。
ま
た
、
前
述
し
た
ア
ラ
ー
ト
権
の
行
使
に
関
し
て
も
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
報

告
書
は
会
計
監
査
役
に
伝
え
ら
れ
、
必
要
な
場
合
に
は
会
計
監
査
役
を
招
聘
で
き
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

六
三
条
四
項
、
Ｌ
．
二

三
一
二
―

六
四
条
一
項
）（

（8
（

。
な
お
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
と
会
社
の
組
織
と
の
間
で
交
換
さ
れ
る
書
類
等
は
、
会
計
監
査
役
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
商
法
典
Ｌ
．
二
三
四
―

三
条
二
項
）（

（8
（

。

　

客
観
的
な
情
報
を
得
る
た
め
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
会
計
監
査
役
に
つ
い
て
、
会
社
の
指
揮
者
か
ら
十
分
に
独
立
し
て
い
な
い
等
の
場
合

に
は
そ
の
忌
避
、
フ
ォ
ー
ト
（faute

）
又
は
任
務
遂
行
の
障
害
の
あ
る
場
合
に
は
そ
の
解
任
を
商
事
裁
判
所
長
に
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
（
急
速
手
続
）（
商
法
典
Ｌ
．
八
二
一
―

四
九
条
、
Ｌ
．
八
二
一
―

五
〇
条
、
Ｒ
．
八
二
一
―

一
七
六
条
）。
株
主
資
本
の
五
％
以
上
を
有

す
る
株
主
と
同
様
の
請
求
権
で
あ
る（

（8
（

。

（
2
）
会
計
鑑
定
人
（expert

―com
ptable

）
等

　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
会
計
鑑
定
人
又
は
法
的
資
格
の
あ
る
鑑
定
人
の
補
佐
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

七
八
条
）（

（8
（

。

報
酬
は
、
主
に
雇
用
者
の
負
担
と
な
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

八
〇
条
）（

（8
（

。
ま
た
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
報
酬
を
負
担
し
て
、
そ
の
任
務
の

準
備
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
鑑
定
人
を
招
聘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

八
一
条
）（

（8
（

。
鑑
定
人
は
、
原
則
と
し

て
、
そ
の
使
命
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
企
業
内
に
お
い
て
自
由
に
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―
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八
二
条
）。
使
用
者
は
、
鑑
定
人
の
使
命
に
必
要
な
情
報
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

八
三
条
）（

（9
（

。
た
だ
し
、

鑑
定
人
は
、
秘
密
厳
守
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

八
四
条
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

三
条
）（

（9
（

。

　

書
類
等
の
提
供
の
不
履
行
又
は
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
鑑
定
人
に
補
佐
の
任
務
遂
行
を
認
め
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
Ｃ
Ｓ

Ｅ
の
法
律
上
の
機
能
の
妨
害
と
な
り
、
前
述
し
た
罰
金
を
科
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
七
―

一
第
二
項
）（

（9
（

。

お
わ
り
に

1　

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
に
お
け
る
法
規
制
の
差
異
と
背
景
の
違
い

　

会
社
の
指
揮
者
に
課
せ
ら
れ
た
Ｃ
Ｓ
Ｅ
へ
の
情
報
提
供
と
諮
問
を
求
め
る
義
務
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
非
常
に
重
い
も
の
で

あ
る
と
の
評
価
が
あ
る（

（9
（

。
会
社
の
機
関
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
株
主
と
同
等
又
は
そ
れ
以
上
の
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
限
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
企
業
再
編
の
場
合
に
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
株
主
よ
り
も
よ
く
扱
わ
れ
て
い
る
と
も
評
さ
れ
る（

（9
（

。
Ｏ
Ｐ
Ａ
に
関
し

て
は
、
立
法
者
に
よ
る
非
常
に
重
要
な
展
開
が
加
え
ら
れ
、
会
社
の
危
機
の
際
に
も
極
め
て
大
き
な
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る（

（9
（

。
さ

ら
に
、
陪
席
を
伴
う
諮
問
は
、
会
社
機
関
の
決
議
の
実
質
的
な
制
約
要
素
と
し
て
機
能
し
、
会
社
の
指
揮
者
が
義
務
を
果
た
さ
な
い

場
合
に
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
機
能
の
妨
害
を
理
由
に
刑
事
罰
が
科
せ
ら
れ
る
可
能
性
す
ら
あ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
七
―

一
条
）。
し
か

し
、
従
業
員
の
集
合
的
な
意
見
を
会
社
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
利
点
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
冒
頭

に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
業
員
の
会
社
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
行
わ
れ
、
法
的
な
諮
問
の
制
度
も
存
在
し
な

い
。

　

日
仏
の
制
度
的
な
状
況
が
異
な
る
背
景
に
は
、
第
一
に
、
労
働
組
合
の
性
質
の
差
異
が
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
、
労
働
組
合
は
企
業
外
の
存
在
で
あ
る
産
業
別
組
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
企
業
の
中
に
従
業
員
代
表
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制
度
が
作
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
に
は
、
労
働
組
合
は
企
業
内
組
合
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
労
使
協
議
の
中

で
情
報
が
提
供
さ
れ
、「
経
営
の
基
本
方
針
」
に
つ
い
て
労
働
側
が
意
見
表
明
を
す
る
機
会
が
あ
る（

（9
（

。
事
実
的
な
労
使
間
の
情
報
共

有
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
出
身
者
等
に
よ
る
財
界
支
配
が
な
さ
れ（

（9
（

、「
企
業
内
部
の
一
体
感
が
ま
っ
た

く
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
無
い
」
と
の
指
摘
も
あ
る（

（9
（

。
ま
た
、
使
用
人
兼
務
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
株
式
会
社
の
取
締
役
の

地
位
と
使
用
人
の
地
位
の
併
存
に
つ
い
て
の
疑
念
が
多
く（

（9
（

、
現
在
で
も
、
労
働
契
約
が
先
行
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
制
限
的
に

認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

二
二
条
）（

（10
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
上
場
会
社
の
経
営
者
は
、
そ
の
会
社
の

従
業
員
出
身
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た（

（10
（

。
ま
た
、
使
用
人
兼
務
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
存
在
を
認
め
る
の
が
判
例

（
最
判
昭
和
六
〇
年
三
月
二
六
日
判
タ
五
五
七
号
一
二
四
頁
）・
通
説
で
あ
り
、
従
来
、
株
式
会
社
に
お
い
て
多
数
存
在
し
、
実
務
に
お

い
て
定
着
し
た
制
度
で
あ
る（

（10
（

。
日
本
に
お
い
て
は
、
長
期
雇
用
・
終
身
雇
用
制
度（

（10
（

と
も
あ
い
ま
っ
て
、
法
制
度
に
よ
ら
ず
と
も
、
慣

例
的
に
経
営
者
と
従
業
員
の
間
の
情
報
交
換
が
な
さ
れ
や
す
い
土
壌
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
に
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
に
よ
り
、
会
社
の
指
揮
者
の
報
酬
と
従
業
員
の
報
酬
の
比
較

を
可
能
に
す
る
制
度
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
が
、
背
景
に
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
所
得
の
格
差
問
題
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

（10
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
長
期
雇
用
・
終
身
雇
用
制
度
の
下
、
従
業
員
給
与
の
延
長
線
上
で
役
員
報
酬
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
歴

史
が
あ
る
た
め
、
従
来
は
経
営
者
と
従
業
員
の
差
異
が
比
較
的
小
さ
か
っ
た
と
さ
れ
る（

（10
（

。
取
締
役
の
報
酬
が
よ
り
高
額
で
あ
っ
た
な

ら
ば
、
従
業
員
に
対
す
る
情
報
開
示
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
、
日
仏
の
背
景
事
情
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
日
本
に
お
い
て
も
、
第
二
に
あ
げ
た

従
業
員
と
経
営
者
の
一
体
感
に
つ
い
て
は
、
社
外
取
締
役
（
会
社
法
二
条
一
五
号
、
三
二
七
条
の
二
）・
独
立
取
締
役
（
東
京
証
券
取
引

所
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
四
―

九
等
）
制
度
に
よ
り
、
一
体
感
が
希
薄
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
あ
げ
た
高
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額
報
酬
に
つ
い
て
も
、
二
〇
二
五
年
の
時
点
で
一
〇
年
、
役
員
報
酬
を
引
き
上
げ
る
動
き
が
続
い
て
い
る（

（10
（

。
二
〇
二
五
年
三
月
期
の

連
結
報
酬
の
総
額
が
一
億
円
以
上
の
役
員
が
い
る
企
業
は
三
五
七
社
と
前
の
期
か
ら
二
一
社
（
六
％
）
増
え
、
過
去
最
高
で
あ
っ
た

（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
�
ｂ
参
照
）（

（10
（

。
フ
ラ
ン
ス
と
の
背
景
的
な
差
異
が
縮
ま
る
傾
向
に
あ

ろ
う（

（10
（

。
も
っ
と
も
、
情
報
提
供
や
労
使
協
議
を
法
で
義
務
付
け
る
と
、
法
が
要
求
す
る
最
小
限
の
情
報
し
か
企
業
は
出
さ
な
く
な
る

が
、
日
本
の
よ
う
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
労
使
協
議
を
始
め
る
場
合
に
は
、
相
手
側
の
理
解
を
得
る
た
め
に
よ
り

多
く
の
情
報
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
の
指
摘
が
あ
る（

（10
（

。

　

法
制
度
化
す
る
こ
と
が
自
己
目
的
化
す
る
の
も
問
題
で
あ
る
が（

（11
（

、
日
仏
に
共
通
の
課
題
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
会
社
に
お
け
る

従
業
員
の
法
的
位
置
付
け
の
問
題
が
存
す
る
。

2　

�

日
仏
会
社
法
に
共
通
す
る
課
題
と
日
本
法
へ
の
示
唆 

―
―
会
社
に
お
け
る
従
業
員
の
法
的
位
置
付
け
―
―

　

日
本
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
共
通
し
て
、
従
業
員
は
会
社
外
部
の
存
在
で
あ
り
、
会
社
と
は
個
人
的
な
労
働
（
雇
用
）
契
約
に

よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い（

（11
（

。
従
業
員
は
、
経
営
者
の
よ
う
に
会
社
の
機
関
又
は
機
関
の
構
成
員
で
は
な
い
。
ま
た
、
日

本
に
お
い
て
は
、
従
業
員
は
、
株
主
の
よ
う
に
社
団
た
る
会
社
の
構
成
員
（
社
員
）
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
会
社
契

約
（
民
法
典
Ｌ
．
一
八
三
二
条
）
の
当
事
者
で
あ
る
社
員
（associé
）
で
は
な
い（

（11
（

。

　

従
業
員
を
会
社
の
中
に
法
的
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
第
一
の
方
向
性
は
、
従
業
員
を
株
主
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

し
、
株
式
の
割
当
て
の
方
法
や
対
価
等
の
関
係
で
、
利
益
配
当
の
場
合
も
含
め
、
株
主
平
等
原
則
の
問
題
が
生
じ
得
る（

（11
（

。
第
二
の
方

向
性
は
、
従
業
員
の
代
表
を
会
社
の
機
関
又
は
機
関
の
構
成
員
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
、
株
主
が
議
決
権
の
行
使
に

よ
り
取
締
役
等
を
選
ぶ
こ
と
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
得
る（

（11
（

。
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第
三
の
方
向
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｅ
を
通
じ
た
情
報
ア
ク
セ
ス
・
諮
問
の
権
利
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
法
に
よ
り
、
Ｃ

Ｓ
Ｅ
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
企
業
委
員
会
の
目
的
が
大
き
く
転
換
さ
れ
、「
企
業
主
と
の
協
力
」
か
ら
企
業
経
営
の
「
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
」
と
さ
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
る（

（11
（

。
し
か
し
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
会
社
の
機
関
又
は
機
関
の
構
成
員
で
は
な
く（

（11
（

、
会
社
の
構
成
員
で
も
な

い
。
日
本
に
お
い
て
、
株
主
の
選
出
し
た
機
関
に
よ
る
業
務
執
行
と
株
主
を
構
成
員
と
す
る
社
団
の
原
則
を
維
持
し
つ
つ
、
従
業
員

の
会
社
へ
の
「
参
加
」
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
情
報
ア
ク
セ
ス
権
と
会
社
経
営
へ
の
諮
問
は
、
示
唆
的

な
制
度
で
あ
る（

（11
（

。

　

も
っ
と
も
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
会
社
の
機
関
で
は
な
い
が
、
そ
の
情
報
受
領
・
諮
問
権
限
の
行
使
は
「
組
織
化
」
さ
れ
、
会
社
の
機
関

（
株
主
総
会
・
取
締
役
会
等
）
の
判
断
に
も
実
際
上
の
影
響
を
与
え
得
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
従
業
員
の
専
門
性
・
知
識
・
経
験

等
が
問
題
と
な
り
得
る（

（11
（

。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
従
業
員
代
表
の
委
員
は
、
最
初
の
任
期
中
に
、
最
長
五
日
間
、
経
済
に
関
す
る

教
育
研
修
を
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
費
用
負
担
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

六
三
条
）（

（11
（

と
は
さ
れ
て
い
る
が
、
十
分
で

あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
委
員
の
任
期
は
原
則
四
年
で
あ
り
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

三
三
条
一
項
）（

（12
（

、
選
出
回
数
は
原
則
と
し
て
三

回
に
制
限
さ
れ
て
い
た
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

三
三
条
二
項
）（

（12
（

。
こ
れ
ら
の
制
限
は
、
選
出
委
員
の
固
定
化
や
専
門
化
を
緩
和
す
る

目
的
に
よ
る
と
解
さ
れ
て
い
た（

（12
（

。
職
階
別
の
選
出
と
も
併
せ
て
、
あ
く
ま
で
も
従
業
員
と
し
て
の
各
立
場
か
ら
の
諮
問
が
重
要
と
も

い
え
る
。
ま
た
、
従
業
員
の
経
費
や
「
報
酬
」
の
問
題
も
生
じ
得
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
経
済
活
動
に
は
使
用
者

が
助
成
金
を
支
給
し
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

六
一
条
）、
従
業
員
代
表
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
委
員
に
つ
い
て
は
Ｃ
Ｓ
Ｅ
の
会
議
に
要
す
る
時
間

及
び
委
員
の
任
務
に
専
従
す
る
一
定
数
の
時
間
は
有
給
で
あ
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

一
二
条
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

七
条
、
Ｌ
．
二
三

一
五
―

一
〇
条
）
が（

（12
（

、
役
員
報
酬
等
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、
諮
問
内
容
が
適
切
で
は
な
か
っ
た
場
合
に
、
会
社
又

は
第
三
者
へ
の
責
任
は
生
じ
得
る
の
か（

（12
（

。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
使
用
者
側
だ
け
で
は
な
く
、
従
業
員
の
組
合
的
な
組
織
も
、
伝

統
的
に
従
業
員
は
私
企
業
の
経
営
に
参
加
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
と
さ
れ
る（

（12
（

。
責
任
の
重
さ
に
対
す
る
配
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慮
が
必
要
と
な
ろ
う（

（12
（

。
端
的
に
、「
諮
問
」
の
権
限
を
も
つ
「
機
関
」
を
設
置
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
第
二
の
方
向
性
に
近

づ
き
、
会
社
の
社
団
性
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
仕
組
み
に
大
き
な
変
更
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う（

（12
（

。

　
「
企
業
活
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
価
値
の
構
成
と
配
分
」（

（12
（

を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
株
主
及
び
経
営
者
の
利
益
に
加
え
て
、
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
、
特
に
従
業
員
の
利
益
も
考
慮
に
入
れ
た
調
整
が
必
要
と
な
る（

（12
（

。
株
主
の
利
益
を
重
視
し
た
と
し
て
も
、
持
続
的
成
長

と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
は
従
業
員
利
益
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く（

（13
（

、
む
し
ろ
、
そ
の
創
出
に
は
経
営
者
と
と
も
に
実
際

に
会
社
を
「
動
か
し
て
い
る
」
従
業
員（

（13
（

等
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
適
切
な
協
働
が
求
め
ら
れ
る
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
基
本
原
則
二（

（13
（

、
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
八
三
三
条
二
項（

（13
（

参
照
）。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
す
で
に
一
九
八
二
年
法
が
労
働
法
に
お
け

る
企
業
委
員
会
の
目
的
を
転
換
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
労
使
の
対
立
構
造
を
際
立
た
せ
る
の
で
は
な
く
、
従
業
員
の
利
益
を
常
に
配

慮
す
る
こ
と
自
体
、
経
営
や
企
業
の
要
請
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
、
と
解
す
る
も
の
も
あ
っ
た（

（13
（

。
日
本
の
従
業
員
利
益
を
重

視
し
た
「
慣
行
に
依
存
し
た
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
モ
デ
ル
」（

（13
（

に
新
た
な
法
制
度
を
加
え
る
か
否
か
の
検
討
に
つ
き
、
従
業
員
数
に

よ
る
区
分
を
含
め
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
示
唆
に
富
む
。

（
1
）　

荒
木
尚
志
＝
神
作
裕
之
＝
江
頭
憲
治
郎
「【
鼎
談
】
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
従
業
員
の
地
位
」
江
頭
憲
治
郎
＝
森

本
滋
編
『
拾
遺
会
社
法
―
―
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
し
お
り
・
付
録
集
』
一
八
八
頁
〔
江
頭
発
言
〕（
二
〇
一
八
年
六
月
二
三
日
収
録
）

（
商
事
法
務
、
二
〇
二
一
年
）。
同
鼎
談
は
、
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
〔
同
発
言
〕。

（
2
）　

荒
木
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）二
〇
三
頁
〔
荒
木
発
言
〕。

（
3
）　Cf. Corinne R

egn
a

u
t- M

o
u

t
ier, « Le salarié, sujet de droit des sociétés ? Propos introductifs », Bulletin Joly 

Sociétés-n
o spécial, juillet 2005, p. 7.

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
典
に
は
、
労
働
契
約
を
定
義
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
学
説
は
、

「
あ
る
自
然
人
（
＝
労
働
者
（le salarié

））
が
、
報
酬
（une rém

unération
）
と
引
き
換
え
に
、
他
の
自
然
人
又
は
法
人
（
＝
使
用

者
（l’em

ployeur

））
へ
の
従
属
の
も
と
で
、
労
働
を
実
施
す
る
こ
と
を
約
す
る
こ
と
」
と
定
義
す
る
（Gilles A

u
zero, D

irk 
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B
a

u
ga

rd, Em
m

anuel D
o

ck
ès, et A

lexandre F
a

bre, D
roit du travail, 38

e éd., Lefebvre D
alloz, 2025, n

o 195.

野
田
進
『
フ

ラ
ン
ス
労
働
法
概
説
』
七
九
頁
（
信
山
社
、
二
〇
二
二
年
））。
Ｃ
Ｓ
Ｅ
と
の
関
係
に
お
い
て
「
労
働
者
」
又
は
「
従
業
員
」
と
す
る
も
の

（
野
田
・
同
書
三
八
七
―

四
二
五
頁
）、「
労
働
者
」
又
は
「
賃
労
働
者
」
と
す
る
も
あ
る
が
（
小
林
大
祐
「
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
に
お
け
る

「
企
業
」
と
労
働
者
代
表
制
度
」
法
学
研
究
論
集
五
四
号
一
一
九
―

一
二
二
頁
（
二
〇
二
一
年
））、
本
稿
で
は
、「
従
業
員
」
と
す
る
。
ま

た
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
典
は
、「
報
酬
（rém

unération

）
と
は
、
労
働
者
の
雇
用
を
原
因
と
し
て
、
使
用
者
か
ら
労
働
者
に
、
直
接
又

は
間
接
に
、
現
金
又
は
現
物
で
支
払
わ
れ
る
、
基
本
の
若
し
く
は
最
低
の
通
常
賃
金
（salaire

）
又
は
給
与
（traitem

ent

）、
及
び
そ

の
他
全
て
の
諸
利
益
又
は
付
随
的
利
益
を
い
う
」（
Ｌ
．
三
二
二
一
―

三
条
）
と
定
義
す
る
（
た
だ
し
、「
男
女
間
の
報
酬
の
平
等
に
関
す

る
章
」
に
お
け
る
定
義
）。
こ
れ
に
対
し
、「
賃
金
」（salaire

）
の
用
語
に
は
法
律
上
の
定
義
が
な
く
、
報
酬
と
比
べ
る
と
限
定
的
に
用

い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
両
概
念
は
実
際
に
は
混
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
相
対
的
な
区
別
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
で
い
え
ば
、
報
酬
は
労
働

基
準
法
上
の
賃
金
（
同
法
一
一
条
）
に
近
く
、
賃
金
は
労
働
契
約
上
の
賃
金
に
近
い
概
念
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
明
確
な

区
別
は
さ
れ
て
い
な
い
（
野
田
・
同
書
四
七
三
頁
）。

（
4
）　

一
九
六
六
年
七
月
二
四
日
法
は
、
従
業
員
は
、
二
層
式
の
構
造
に
お
い
て
は
、
株
主
で
は
な
く
て
も
取
締
役
会
（directoire

）
の

構
成
員
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
一
層
式
の
構
造
に
お
い
て
は
、
最
小
限
の
株
式
を
保
有
す
る
場
合
に
の
み
取
締
役
に
な
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
た
（Philippe M

erle avec la collaboration de A
nne F

a
u

ch
o

n, D
roit com

m
ercial : sociétés com

m
erciales 

2024-2025 28
e éd., Lefebvre D

alloz, 2024, n
o 598

）。

（
5
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 598.

（
6
）　Ibid.

同
書
は
、
会
社
法
の
体
系
書
中
に
従
業
員
の
参
加
に
つ
き
独
立
の
項
目
（ns

o 598-616

）
を
設
け
（M

aurice C
o

zia
n, 

A
lain V

ia
n

d
ier, et Florence D

ebo
issy, D

roit des sociétés, 38
e éd., LexisN

exis, ns
o 1397-1451

及
びM

ichel G
erm

a
in et 

V
éronique M

a
gn

ier, Les sociétés com
m

erciales 23
e éd., LGD

J ns
o 817-838

も
同
様
）、
従
業
員
の
①
経
済
的
な
参
加
、
②
経

営
へ
の
参
加
と
と
も
に
、
③
「
従
業
員
の
情
報
」
を
会
社
へ
の
「
参
加
」（participation

）
の
一
形
態
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
（M

erle 
et F

a
u

ch
o

n, op. cit. （note 4‌

）, ns
o 599 et 600

）。

（
7
）　

先
行
研
究
と
し
て
、
上
田
廣
美
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
従
業
員
参
加
の
法
的
研
究
（
一
）
―
加
盟
各
国
に
お
け
る
従
業
員
参
加
の
諸
形
態

と
欧
州
労
使
協
議
会
指
令
へ
の
展
開
―
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
七
九
号
五
〇
頁
以
下
（
一
九
九
六
年
）、「
同
（
二
）」
同
誌
八
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〇
号
三
一
頁
以
下
（
一
九
九
七
年
）、「
同
（
七
）」
同
誌
八
八
号
三
八
頁
以
下
（
一
九
九
八
年
）、「
同
（
八
・
完
）」
同
誌
九
〇
号
一
二
三

頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
等
が
あ
り
、
労
働
法
学
の
観
点
か
ら
の
紹
介
・
検
討
も
な
さ
れ
て
い
る
（
小
林
・
前
掲
注（
3
）一
一
三
―

一
二

二
頁
、
野
田
・
前
掲
注（
3
）三
八
七
―

四
二
五
頁
、
野
田
進
『
規
範
の
逆
転
―
―
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
改
革
と
日
本
』
一
九
五
―

二
一
二
頁

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
九
年
）
等
）。
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
に
創
設
さ
れ
た
企
業
レ
ベ
ル
の
Ｃ
Ｓ
Ｅ
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
三
―

一

条
一
項
）
を
中
心
に
、
会
社
に
お
け
る
従
業
員
の
法
的
位
置
付
け
を
検
討
す
る
。
国
境
を
越
え
る
問
題
は
割
愛
す
る
。

（
8
）　

野
田
・
前
掲
注（
7
）一
八
九
―

一
九
八
頁
、
小
林
・
前
掲
注（
3
）一
一
五
―

一
一
九
頁
。
統
合
前
に
お
い
て
は
、
事
務
手
続
上
の
重
複

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
社
会
経
済
委
員
会
と
企
業
評
議
会
の
設
立
の
動
き
―
企
業
内
労
使
対
話
の
改
革
の

進
展
」
一
頁
（https://w

w
w

.jil.go.jp/foreign/jihou/2019/07/france_01.htm
l

）（
二
〇
一
九
年
）、
野
田
・
同
一
八
〇
頁
、
一
九

四
頁
表
Ⅴ
―

2
参
照
。

（
9
）　

野
田
・
前
掲
注（
7
）一
八
八
―

一
八
九
頁
、
一
九
九
頁
。

（
10
）　

職
業
選
挙
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
職
階
ご
と
の
各
選
挙
区
分
（
①
現
場
労
働
者
及
び
職
員
の
区
分
、
②
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
営
業

部
局
長
、
技
術
者
、
職
工
長
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
者
の
区
分
が
原
則
で
あ
る
が
、
企
業
に
二
五
名
以
上
の
幹
部
職
員
が
い
る
場
合
に
は

③
幹
部
職
員
区
分
が
加
わ
る
）
に
対
し
て
議
席
が
配
分
さ
れ
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

一
一
条
）、
原
則
と
し
て
別
々
に
選
挙
が
行
わ

れ
る
（M

aurice C
o

h
en et Laurent M

ilet, Le droit des com
ités sociaux et économ

iques et des com
ités de groupe, 

20
e éd., LGD

J 2025, n
o 389

）。
野
田
・
前
掲
注（
3
）三
九
六
頁
、
野
田
・
前
掲
注（
7
）一
八
六
頁
、
一
九
八
―

一
九
九
頁
）。
委
員
の
定

数
は
、
企
業
と
関
係
す
る
労
働
組
合
組
織
と
の
間
の
選
挙
前
確
認
協
定
で
変
更
す
る
場
合
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

一
条
三
項
、
同
法

典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

七
条
）
を
除
き
、
従
業
員
数
に
応
じ
て
、
最
小
一
一
～
二
四
名
で
一
名
、
最
大
の
一
万
人
で
三
五
名
の
範
囲
で
細
か

に
区
分
さ
れ
て
い
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

一
条
一
項
、
Ｒ
．
二
三
一
四
―

一
条
別
表
）。
選
挙
権
者
は
、
一
六
歳
以
上
で
三
ケ
月
以

上
の
在
職
期
間
を
有
し
、
公
民
権
の
剝
奪
や
禁
止
宣
告
を
受
け
ず
無
能
力
で
も
な
い
者
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

一
八
条
）、
被
選
挙
権

者
は
、
一
八
歳
以
上
で
一
年
以
上
の
在
職
期
間
を
有
し
現
に
勤
務
す
る
者
で
、
企
業
長
の
配
偶
者
や
一
定
範
囲
の
近
親
者
は
除
外
さ
れ
る

（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

一
九
条
一
項
）。
な
お
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
及
び
派
遣
労
働
者
に
つ
き
同
条
二
項
、
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一

四
―

二
〇
条
、
Ｌ
．
二
三
一
四
―

二
二
条
参
照
。
野
田
・
前
掲
注（
3
）三
九
三
―

三
九
四
頁
、
三
九
六
―

三
九
七
頁
。

（
11
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）三
九
三
頁
。
小
林
・
前
掲
注（
3
）一
二
二
頁
。



245

従業員による会社情報へのアクセスと会社経営に関する諮問

（
12
）　

小
林
・
前
掲
注（
3
）一
二
二
頁
、
野
田
・
前
掲
注（
7
）一
九
九
―

二
〇
〇
頁
。C

o
h

en et M
ilet, op. cit. 

（note 10‌

）, ns
o 159 et 

17 0.
（
13
）　

五
〇
人
未
満
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
小
林
・
前
掲
注（
3
）　
一
二
〇
―

一
二
一
頁
、
野
田
・
前
掲
注（
7
）二
〇
二
―

二
〇
三
頁
参
照
。

（
14
）　

野
田
・
前
掲
注（
7
）二
〇
三
頁
。
な
お
、
従
業
員
の
意
見
表
明
権
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
二
八
一
―

一
条
）
も
存
在
す
る
が
、
そ
の
意

義
は
や
や
不
明
確
で
あ
る
（
野
田
・
前
掲
注（
3
）一
八
頁
）。

（
15
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 599.

小
林
・
前
掲
注（
3
）一
二
二
頁
、
野
田
・
前
掲
注（
7
）二
〇
三
頁
参
照
。

（
16
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
三
頁
。
た
だ
し
、
諮
問
を
要
す
る
①
組
織
、
②
経
営
管
理
、
③
通
常
の
運
営
に
関
す
る
「
問
題
」
に
は
、

諮
問
を
受
け
る
義
務
を
負
う
使
用
者
の
「
決
定
」
が
「
な
い
」
場
合
も
あ
り
得
る
（A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1290

）。

（
17
）　

野
田
・
前
掲
注（
7
）二
〇
〇
―

二
〇
一
頁
、
小
林
・
前
掲
注（
3
）一
二
一
―

一
二
二
頁
。

（
18
）　

小
林
・
前
掲
注（
3
）一
二
一
―

一
二
二
頁
。
五
〇
人
以
上
の
企
業
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
社
会
・
文
化
活
動
（activités sociales 

et culturelles

）
に
つ
い
て
の
権
限
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
八
条
～
Ｌ
．
二
三
一
二
―

八
四
条
）
と
経
済
的
権
限
を
有
す
る
。
本

稿
は
、
経
済
的
権
限
と
し
て
の
情
報
受
領
と
諮
問
に
つ
い
て
の
権
利
を
対
象
と
し
、
社
会
・
文
化
活
動
に
関
す
る
権
限
は
対
象
外
と
す
る

（
小
林
・
同
一
二
二
頁
、
野
田
・
前
掲
注（
3
）三
九
八
―

四
〇
〇
頁
参
照
）。

（
19
）　

分
類
に
つ
き
、G

erm
a

in et M
a

gn
ier, op. cit. （note 6‌

）, ns
o 818-820

参
照
。

（
20
）　

小
林
・
前
掲
注（
3
）一
二
二
頁
、
野
田
・
前
掲
注（
7
）二
〇
三
頁
参
照
。

（
21
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
四
頁
、
野
田
・
前
掲
注（
7
）二
〇
三
―

二
〇
四
頁
。

（
22
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
四
頁
。
公
序
、
協
定
、
補
充
規
定
の
内
容
と
関
係
に
つ
き
、
野
田
・
前
掲
注（
7
）三
一
―

三
七
頁
。

（
23
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
五
頁
。

（
24
）　

協
定
が
結
ば
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
従
業
員
三
〇
〇
人
以
上
の
場
合
は
一
ケ
月
に
一
回
以
上
、
三
〇
〇
人
未
満
の
場
合
は
二
ケ
月

に
一
回
以
上
と
さ
れ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

二
八
条
一
項
・
二
項
）。C

o
h

en et M
ilet, op. cit. （note 10‌

）, n
o 562.

（
25
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
四
―

四
〇
五
頁
。

（
26
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1288.

野
田
・
前
掲
注（
7
）二
〇
五
頁
。

（
27
）　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
、
法
の
規
定
に
従
っ
て
、
行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
情
報
に
も
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
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二
―

一
五
条
三
項
）（A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1289

）。

（
28
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
二
頁
。A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1288.
（
29
）　

野
田
・
前
掲
注（
7
）二
〇
五
頁
。

（
30
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
三
頁
。

（
31
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
三
頁
。
意
見
を
答
申
す
る
こ
と
な
く
期
間
が
満
了
す
る
と
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
「
諮
問
が
な
さ
れ
、
否
定
的
な
意

見
が
返
さ
れ
た
」
と
み
な
さ
れ
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

一
六
条
三
項
）（
野
田
・
同
頁
）。

（
32
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
三
頁
。

（
33
）　A

u
zero et al., op. cit. 

（note 3�

）, n
o 1294.

そ
の
場
合
に
は
、
労
働
組
合
等
は
付
帯
私
訴
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
を
な
し
得
る

（
野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
三
頁
）。

（
34
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
三
頁
。
た
だ
し
、
経
済
的
事
由
に
よ
る
集
団
的
解
雇
に
関
す
る
諮
問
（
労
働
法
典
Ｌ
．
一
二
三
五
―

一
二

条
）（
野
田
・
同
頁
）。

（
35
）　

労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

二
五
条
Ⅱ
二
号
・
三
号
は
、
商
事
会
社
に
適
用
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。

（
36
）　V

ia
n

d
ier, et al., op. cit. （note 6‌

）, n
o 1401, M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 599.

（
37
）　Par la rédaction des Éditions Francis Lefebvre, M

ém
ento pratique sociétés com

m
erciales 25, Éditions Francis 

Lefebvre 2024, n
o 76062.

（
38
）　

加
藤
徹
＝
小
西
み
も
恵
＝
笹
川
敏
彦
＝
出
口
哲
也
訳
「【
翻
訳
】
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
⑹
」
法
と
政
治
六
五
巻
四
号
三
八
四
―

三
九
三

頁
・
四
〇
九
―

四
一
一
頁
・
四
一
四
―

四
一
六
頁
（
二
〇
一
五
年
）、
加
藤
徹
＝
小
西
み
も
恵
＝
笹
川
敏
彦
＝
高
田
尚
彦
＝
出
口
哲
也
訳

「【
翻
訳
】
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
・
補
遺
⑵
」
法
と
政
治
七
二
巻
三
号
三
三
二
―

三
四
五
頁
・
三
五
五
―

三
五
六
頁
・
三
五
七
―

三
五
八
頁
（
二

〇
二
一
年
）。

（
39
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. 

（note 37‌

）, ns
o 77305 et 77312.

加
藤
徹
＝
小
西
み
も
恵
＝
笹
川
敏
彦
＝
出
口
哲
也
訳

「【
翻
訳
】　

フ
ラ
ン
ス
会
社
法
・
補
遺
⑻
」
法
と
政
治
七
四
巻
四
号
三
一
〇
―

三
一
一
頁
（
二
〇
二
四
年
）
参
照
。

（
40
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37‌

）, n
o 76062.

（
41
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. 

（note 4‌

）, ns
o 599 et 620, Éditions Francis Lefebvre, op. cit. 

（note 37‌

）, n
o 76070.

加
藤
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徹
＝
小
西
み
も
恵
＝
笹
川
敏
彦
＝
出
口
哲
也
＝
竹
田
奈
穂
訳
「【
翻
訳
】　

フ
ラ
ン
ス
会
社
法
⑾
」
法
と
政
治
六
七
巻
四
号
二
一
七
―

二
二

〇
頁
（
二
〇
一
七
年
）。

（
42
）　

勘
定
に
入
れ
ら
れ
る
従
業
員
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
に
よ
り
会
社
及
び
当
該
会
社
が
直
接
又
は
間
接
に
資
本
の
半
分
以

上
を
保
有
す
る
会
社
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
従
業
員
で
あ
る
（
商
法
典
Ｒ
．
二
三
二
―

二
条
三
項
）（
加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
41
）二
一
七
―

二

一
八
頁
）。

（
43
）　C

o
h

en et M
ilet, op. cit. （note 10‌

）, n
o 963.

（
44
）　

加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
41
）二
一
七
―

二
一
八
頁
。

（
45
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1305.

（
46
）　

加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
41
）二
一
九
―

二
二
〇
頁
。

（
47
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, ns
o 599 et 620.

（
48
）　

協
約
が
締
結
さ
れ
な
い
と
き
の
「
補
充
規
定
」（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

五
七
条
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
野
田
・
前
掲
注（
7
）

二
〇
四
頁
）。

（
49
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. 

（note 4‌
）, n

o 599.

「
参
加
」
の
対
象
と
な
る
こ
と
の
例
と
し
て
は
、
一
人
の
投
資
家
に
限
定
し
た

増
資
を
な
す
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
資
本
増
加
に
際
し
て
第
三
者
に
よ
っ
て
支
配
権
が
得
ら
れ
る
場
合
又
は
株
主
間
で
の
多
数
派
が
変
わ

る
場
合
は
、「
企
業
の
組
織
の
経
済
的
又
は
法
的
な
変
化
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（Éditions Francis Lefebvre, op. cit. 

（note 37‌

）, n
o 49665

）。

（
50
）　

合
併
に
よ
る
集
中
の
他
、
支
配
権
の
買
収
、
共
同
で
の
企
業
設
立
等
。

（
51
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1276.

（
52
）　Ibid.

（
53
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, ns
o 599 et 774, V

ia
n

d
ier, et al., op. cit. （note 6‌

）, n
o 2591.

（
54
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 599.

（
55
）　

急
速
な
手
続
に
つ
き
、
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
七
条
（A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1276

）。

（
56
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 599.
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（
57
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1276.

（
58
）　Ibid.

（
59
）　V

ia
n

d
ier, et al., op. cit. （note 6‌

）, n
o 2591.

（
60
）　A

u
zero et al., op. cit. 

（note 3‌

）, n
o 1306.

会
計
監
査
役
は
、「
事
業
の
継
続
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
事
実
」
を
発
見
し
た
と

き
に
、
取
締
役
会
長
又
は
業
務
執
行
役
会
長
に
報
告
す
る
。

（
61
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37�

）, ns
o 90542-90544.

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
六
―

四
〇
七
頁
参
照
。

（
62
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
四
頁
。

（
63
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37‌

）, ns
o 90542-90546.

（
64
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1309.

（
65
）　l’inform

ation « institutionnalisée » dans les sociétés, A
u

zero et al., op. cit. 

（note 3‌

）, ns
o 1295-1297.

な
お
、
労
働

法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
二
条
、
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
七
条
は
会
社
、
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
五
条
は
株
式
会
社
及
び
株
式
合
資
会
社
を
対
象

と
す
る
。

（
66
）　« intervention », A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1295.

（
67
）　

加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
38
）「
⑹
」
三
七
三
頁
・
三
八
三
頁
・
三
八
四
頁
。

（
68
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37‌

）, n
o 47270.

（
69
）　Ibid.

（
70
）　

加
藤
徹
＝
小
西
み
も
恵
＝
笹
川
敏
彦
＝
出
口
哲
也
訳
「【
翻
訳
】
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
⑿
」
法
と
政
治
六
八
巻
三
号
一
九
七
頁
（
二
〇

一
七
年
）。
な
お
、
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
二
一
条
（
加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
38
）「
補
遺
⑵
」
三
五
八
―

三
五
九
頁
。

（
71
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37‌

）, n
o 46241.

（
72
）　

取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
に
つ
い
て
のA

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1296

参
照
。

（
73
）　

業
務
監
査
役
会
に
つ
き
、Soc. 26‌ m

ai 1998, R
JS 10/98, n

o 1243
は
、
諮
問
的
な
意
見
を
述
べ
る
従
業
員
の
不
在
は
、
フ
ロ
ー

ド
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
唯
一
の
目
的
が
裁
判
上
の
行
為
の
実
行
で
あ
っ
た
決
議
の
無
効
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る

（A
u

zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1296

）。
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（
74
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37‌

）, n
o 46241.

（
75
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1297.

（
76
）　

加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
38
）「
⑹
」
三
九
三
―

三
九
四
頁
参
照
。

（
77
）　

幹
部
職
員
区
分
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

一
一
条
）
が
あ
る
場
合
に
は
四
名
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
二
条
二
項
）、
従
業

員
選
出
取
締
役
・
従
業
員
代
表
の
取
締
役
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

二
七
条
、
Ｌ
．
二
二
五
―

二
七
―

一
条
）
又
は
従
業
員
選
出
業
務
監
査

役
・
従
業
員
代
表
の
業
務
監
査
役
（
同
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

七
九
条
、
Ｌ
．
二
二
五
―

七
九
―

二
条
）
が
い
る
場
合
に
は
、
一
名
と
な
る

（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

七
五
条
）（A

u
zero et al., op. cit. 

（note 3‌

）, n
o 1296

）。
加
藤
徹
＝
小
西
み
も
恵
＝
笹
川
敏
彦
訳
「【
翻

訳
】
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
⑷
」
法
と
政
治
六
五
巻
二
号
二
九
八
―

三
〇
〇
頁
（
二
〇
一
四
年
）、
加
藤
徹
＝
小
西
み
も
恵
＝
笹
川
敏
彦
＝
出
口

哲
也
訳
「【
翻
訳
】
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
⑸
」
法
と
政
治
六
五
巻
三
号
二
七
三
―

二
七
六
頁
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
78
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1296.

（
79
）　Ibid.

（
80
）　Ibid.

（
81
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 599.

（
82
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌
）, ns

o 599 et 443.

（
83
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37‌
）, n

o 76062.

（
84
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
六
―

四
〇
七
頁
参
照
。

（
85
）　

Ｃ
Ｓ
Ｅ
か
ら
取
締
役
会
長
・
業
務
執
行
役
会
又
は
業
務
執
行
者
に
対
す
る
説
明
請
求
、
取
締
役
会
又
は
業
務
監
査
役
会
に
送
付
さ
れ

た
報
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
関
か
ら
の
回
答
（
加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
70
）「
⑿
」
一
九
六
頁
）。
条
文
は
企
業
委
員
会
と
し
て
い
る
が
、

Ｃ
Ｓ
Ｅ
に
も
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
る
（Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37‌

）, n
o 90545

）。

（
86
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 600, V

ia
n

d
ier, et al., op. cit. （note 6‌

）, ns
o 1467 et 1468.

（
87
）　

会
計
鑑
定
人
に
つ
き
、
企
業
の
経
済
的
・
財
務
的
状
況
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
七
―

一
七
条
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

八
八
条
）、
企
業

集
中
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
一
条
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

九
二
条
Ⅰ
一
号
）、
Ｏ
Ｐ
Ａ
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
二
条
三
項
、
Ｌ
．

二
三
一
二
―

四
五
条
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

九
二
条
Ⅰ
四
号
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

九
三
条
三
項
）、
経
済
的
ア
ラ
ー
ト
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
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―

六
四
条
一
項
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

九
二
条
Ⅰ
二
号
）
等
に
つ
い
て
は
別
途
規
定
が
存
在
す
る
。
補
佐
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
場

合
に
は
報
告
書
を
作
成
す
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
五
条
）。
ま
た
経
済
的
ア
ラ
ー
ト
に
つ
い
て
は
意
見
を
述
べ
、
そ
の
意
見
が
Ｃ

Ｓ
Ｅ
の
報
告
書
に
添
付
さ
れ
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

六
五
条
一
項
・
二
項
）（A

u
zero et al., op. cit. 

（note 3‌

）, ns
o 1298

―

1300

）。
野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
六
―

四
〇
七
頁
参
照
。

（
88
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, ns
o 1301 et 1302.

（
89
）　Ibid., n

o 1298.

（
90
）　

会
計
鑑
定
人
は
、
企
業
集
中
の
場
合
に
は
、
企
業
集
中
に
関
す
る
行
為
が
関
与
す
る
全
て
の
会
社
の
書
類
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
一
五
―

九
三
条
二
項
）（M
erle et F

a
u

ch
o

n, op. cit. 

（note 4‌

）, n
o 599

）。
ま
た
、
Ｏ
Ｐ
Ａ
の
場
合
に

は
、
必
要
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
た
う
え
で
、
報
告
書
を
作
成
す
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
二
―

四
五
条
、
Ｌ
．
二
三
一
五
―

九
三
条
三

項
）（A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1300

）。

（
91
）　A

u
zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1300.

（
92
）　Éditions Francis Lefebvre, op. cit. （note 37‌

）, n
o 76062.

（
93
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 599.

（
94
）　V

ia
n

d
ier, et al., op. cit. （note 6‌

）, n
o 1402.

（
95
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, ns
o 599 et 600.

（
96
）　

荒
木
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）二
〇
一
頁
・
二
〇
三
頁
・
二
〇
四
頁
〔
荒
木
発
言
〕、
二
〇
二
頁
〔
江
頭
発
言
〕。

（
97
）　

田
中
文
憲
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
主
義
」
奈
良
大
学
紀
要
三
五
号
一
八
―

二
〇
頁
（
二
〇
〇
七
年
）。
な
お
、
ピ
エ
ー
ル
・

ブ
ル
デ
ュ
ー
（
立
花
英
裕
訳
）『
国
家
貴
族　

エ
リ
ー
ト
教
育
と
支
配
階
級
の
再
生
産
Ⅰ
』『
同
Ⅱ
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
98
）　

田
中
・
同
前
二
五
頁
。
吉
森
賢
『
Ｅ
Ｃ
企
業
の
研
究
―
―
そ
の
発
想
と
行
動
―
―
』
一
三
〇
―

一
三
四
頁
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一

九
九
三
年
）。

（
99
）　

高
橋
衛
「
株
式
会
社
に
お
け
る
使
用
人
兼
務
取
締
役
に
対
す
る
規
制
―
―
フ
ラ
ン
ス
法
を
中
心
と
し
て
―
―
」
一
橋
研
究
一
六
巻
四

号
五
一
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
100
）　

従
業
員
の
①
労
働
契
約
が
有
効
、
す
な
わ
ち
、
確
実
で
根
拠
が
あ
り
誠
実
な
も
の
で
あ
り
、
遂
行
さ
れ
る
職
務
は
、
技
術
職
で
あ
り
、
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全
て
の
取
締
役
が
引
き
受
け
る
経
営
一
般
の
業
務
か
ら
分
離
で
き
る
こ
と
、
②
会
社
に
対
す
る
従
属
関
係
が
真
実
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

及
び
、
③
労
働
契
約
を
結
ん
で
い
る
取
締
役
は
、
業
務
中
の
取
締
役
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
（
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

二
二
条
）

が
要
件
で
あ
る
。
た
だ
し
、
定
款
が
従
業
員
選
出
又
は
代
表
の
取
締
役
の
選
任
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
は
こ
の
割
当

て
の
計
算
に
お
い
て
は
考
慮
さ
れ
な
い
（
加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
77
）「
⑷
」
二
九
四
頁
）。
な
お
、
労
働
契
約
の
先
行
の
必
要
性
は
、
同
条

と
同
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

四
四
条
の
解
釈
に
よ
る
（V

ia
n

d
ier, et al., op. cit. 

（note 6‌

）, ns
o 945-953

）。
な
お
、Code de 

gouvernem
ent d’entreprise A

FEP- M
ED

FF

に
よ
る
兼
任
禁
止
原
則
に
つ
き
、ibid. n

o 967

参
照
。

（
101
）　

荒
木
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）一
八
九
頁
〔
江
頭
発
言
〕。

（
102
）　

高
橋
・
前
掲
注（
99
）四
九
、
六
三
―

六
四
頁
。

（
103
）　

日
経
速
報
ニ
ュ
ー
ス
ア
ー
カ
イ
ブ
「
役
員
報
酬
、
従
業
員
の
何
倍
ま
で
納
得
？　
「
五
〇
倍
ル
ー
ル
」
も
」（
二
〇
二
五
年
九
月
八
日

五
時
）。

（
104
）　Edm

ond S
ch

lu
m

berger, « Les incidences de la loi PA
CT

E
 sur la rém

unération des dirigeants sociaux », Bull. 
Joly Sociétés 20 19, n

o 6, p.66.

石
川
真
衣
「
資
料
〔
外
国
法
制
の
紹
介
〕
企
業
の
成
長
及
び
変
革
に
関
す
る
二
〇
一
九
年
五
月
二
二
日

の
法
律
第
二
〇
一
九
―

四
八
六
号
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
）」
比
較
法
学
五
四
巻
二
号
一
一
五
頁
（
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。
二
〇
二
三
年
一
二
月

六
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
〇
二
三
―

一
一
四
二
号
六
条
に
よ
る
改
正
（
二
〇
二
四
年
一
月
一
日
施
行
）
後
は
、
株
式
が
規
制
市
場
に
お
い
て

流
通
し
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
（
同
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

三
七
条
）
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
（
同

法
典
Ｌ
．
二
二
―

一
〇
―

九
条
Ⅰ
七
号
）。

（
105
）　

日
経
速
報
ニ
ュ
ー
ス
ア
ー
カ
イ
ブ
・
前
掲
注（
103
）。

（
106
）　

同
前
。

（
107
）　

日
本
経
経
済
新
聞
二
〇
二
五
年
七
月
五
日
朝
刊
一
六
頁
「
役
員
報
酬
一
億
円
以
上
最
多
」。

（
108
）　

一
九
九
三
年
に
五
五
〇
万
円
だ
っ
た
世
帯
所
得
（
年
額
）
の
中
央
値
は
、
長
期
的
に
減
少
傾
向
が
続
き
、
二
〇
二
三
年
に
は
四
一
〇

万
円
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
（
日
経
速
報
ニ
ュ
ー
ス
ア
ー
カ
イ
ブ
「
中
流
消
滅
、
七
人
に
一
人
が
「
最
下
層
」　

格
差
デ
ー
タ
が
示
す

日
本
企
業
の
罪
」（
二
〇
二
五
年
一
〇
月
二
三
日
二
時
））。
ペ
イ
レ
シ
オ
開
示
規
制
が
な
い
中
、
よ
り
詳
細
な
デ
ー
タ
分
析
は
別
の
課
題

と
す
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
マ
ク
ロ
ン
・
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
と
は
別
に
、
企
業
審
議
会
（conseil 



252

法学研究 99 巻 1 号（2026：1）
d’entreprise

）
が
創
設
さ
れ
た
（
労
働
法
典
Ｌ
．
二
三
二
一
―

一
条
～
Ｌ
．
二
三
二
一
―

一
〇
条
）。
発
議
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め

共
同
決
定
で
は
な
い
が
、
特
定
の
テ
ー
マ
ご
と
の
使
用
者
と
の
協
定
締
結
へ
の
拒
否
権
（veto

）
を
も
つ
。
ド
イ
ツ
の
事
業
所
委
員
会
の

も
つ
共
同
決
定
理
念
の
将
来
的
な
導
入
の
前
触
れ
で
あ
り
、
今
後
の
発
展
い
か
ん
で
は
「
諮
問
」
中
心
の
フ
ラ
ン
ス
的
従
業
員
代
表
シ
ス

テ
ム
の
改
変
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
（
野
田
・
前
掲
注（
7
）二
一
一
頁
。Cf. Patrick R

ém
y, « Le conseil d’entreprise : un 

prem
ier pas ver le conseil d’etablissem

ent ? », D
roit social 2017 n

o 12, p. 1050

）。

（
109
）　

荒
木
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）二
〇
三
頁
〔
荒
木
発
言
］。

（
110
）　

労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
第
一
九
三
回
（
令
和
七
（
二
〇
二
五
）
年
一
月
二
一
日
）「
資
料N

o.2

　

労
働
基
準
関
係
法
制

研
究
会
報
告
書
」
一
八
頁
（https://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/content/11201250/001378417.pdf

）
は
、
集
団
的
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
う
ち
、
労
使
間
の
情
報
共
有
を
通
じ
た
労
働
者
に
よ
る
経
営
参
画
に
関
す
る
も
の
は
、「
制
度
的
な
対
応
と
い
う
よ
り
も
、

各
々
の
事
業
場
・
現
場
で
ど
の
よ
う
に
環
境
を
改
善
し
、
利
益
を
創
出
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
合
う
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
111
）　M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 598, V

ia
n

d
ier, et al., op. cit. （note 6‌

）, n
o 1397.

（
112
）　V

ia
n

d
ier, et al., op. cit. （note 6‌

）, ns
o 1397 et 3.

な
お
、
会
社
の
概
念
に
つ
き
、ibid. n

o 10‌

参
照
。

（
113
）　R

egn
a

u
t- M

o
u

t
ier, op. cit. 

（note 3‌

）, p. 11. Cf. M
erle et F

a
u

ch
o

n, op. cit. 

（note 4‌

）, ns
o 601-612.

会
社
法
一
〇
九
条

参
照
。

（
114
）　

フ
ラ
ン
ス
商
法
典
Ｌ
．
二
二
五
―

一
八
条
、
Ｌ
．
二
二
五
―

七
五
条
（
加
藤
ほ
か
・
前
掲
注（
77
）「
⑷
」
二
九
〇
頁
、「
⑸
」
二
七
〇

頁
）、
会
社
法
三
二
九
条
。Cf. R

egn
a

u
t- M

o
u

t
ier, op. cit. 

（note 3‌

）, pp. 11-12. Cf. M
erle et F

a
u

ch
o

n, op. cit. 

（note 4‌

）, 
ns

o 613 et 614.

第
一
の
方
向
を
経
て
第
二
の
方
向
へ
向
か
う
も
の
に
つ
き
、ibid. ns

o 613

―615

参
照
。
な
お
、
山
本
真
知
子
「
従
業

員
の
株
式
会
社
経
営
へ
の
参
加
―
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較
に
お
い
て
―
」
甲
南
法
学
五
一
巻
四
号
二
七
五
―

三
〇
八
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
115
）　C

o
h

en et M
ilet, op. cit. （note 10‌

）, n
o 47.

上
田
・
前
掲
注（
7
）「（
二
）」
三
三
―

三
四
頁
参
照
。

（
116
）　A
u

zero et al., op. cit. （note 3‌

）, n
o 1227.

上
田
・
前
掲
注（
7
）「（
七
）」
四
三
頁
参
照
。

（
117
）　

た
だ
し
、
す
で
に
、
従
業
員
も
含
ん
で
成
立
し
た
反
対
派
閥
に
よ
る
監
視
と
い
う
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
が
、
伝
統
的
に
日
本
の

会
社
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
れ
る
。
荒
木
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）一
九
四
―

一
九
五
頁
〔
江
頭
発
言
〕。

（
118
）　

ド
イ
ツ
の
共
同
決
定
制
度
に
お
け
る
従
業
員
代
表
監
査
役
は
経
営
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
・
情
報
・
経
験
を
欠
い
て
い
る
と
の
批
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判
に
つ
き
、
荒
木
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）一
九
八
頁
〔
神
作
発
言
〕。

（
119
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
一
〇
頁
。

（
120
）　

企
業
協
定
等
の
定
め
に
基
づ
き
、
二
～
四
年
の
範
囲
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
典
Ｌ
．
二
三
一
四
―

三
四
条
）（
野
田
・
前
掲

注（
3
）三
九
四
頁
）。

（
121
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）三
九
四
頁
。
た
だ
し
、
二
〇
二
五
年
一
〇
月
二
四
日
法
二
〇
二
五
―

九
八
九
号
に
よ
り
削
除
（
二
〇
二
五
年
一

〇
月
二
六
日
施
行
）。Cf. C

o
h

en et M
ilet, op. cit. （note 10‌

）, n
o 1738.

（
122
）　

野
田
・
前
掲
注（
7
）一
九
九
頁
。

（
123
）　

野
田
・
前
掲
注（
3
）四
一
〇
、
四
一
五
頁
。

（
124
）　

従
業
員
は
会
社
と
は
委
任
関
係
に
な
く
、
従
業
員
が
五
〇
人
を
超
え
る
会
社
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
は
独
立
し
た
法
人
で
あ
る
。
な

お
、
Ｃ
Ｓ
Ｅ
が
使
用
者
に
意
見
を
述
べ
る
場
合
に
は
、
責
任
は
生
じ
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、C

o
h

en et M
ilet, op. cit. 

（note 
1 0‌

）, n
o 798.

（
125
）　CGC

（Confédération générale des Cadres

）（
幹
部
労
働
者
総
同
盟
）
お
よ
びCFT

C

（Confédération française des 
travailleurs chrétiens

）（
フ
ラ
ン
ス
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
労
働
者
同
盟
）
を
除
く
（M

erle et F
a

u
ch

o
n, op. cit. （note 4‌

）, n
o 598

）。

（
126
）　

そ
の
他
、
ア
ラ
ー
ト
の
権
利
等
に
つ
い
て
の
権
限
濫
用
、
守
秘
義
務
と
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
等
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
が
、

紙
幅
の
関
係
で
別
稿
で
検
討
し
た
い
。

（
127
）　

学
校
法
人
に
お
け
る
評
議
員
会
は
、
諮
問
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
一
部
事
項
に
つ
い
て
は
決
議
機
関
で
も
あ
る
が
（
私
立
学
校
法
六

六
条
二
項
）、
学
校
法
人
に
は
社
員
は
存
在
し
な
い
。

（
128
）　

労
働
法
典
Ｒ
．
二
三
一
二
―

七
条
一
項
は
、「
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
に
収
め
る
べ
き
情
報
は
、
企
業
の
活
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
価
値
の
構
成

と
配
分
に
つ
い
て
、
明
確
に
し
て
全
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
（
野
田
・
前
掲
注（
3
）四
〇
四

頁
）。

（
129
）　

荒
木
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）二
一
〇
頁
〔
神
作
発
言
〕
参
照
。

（
130
）　

同
書
二
一
一
頁
〔
江
頭
発
言
〕。

（
131
）　

同
書
二
一
〇
頁
〔
神
作
発
言
〕。



254

法学研究 99 巻 1 号（2026：1）

（
132
）　

従
業
員
を
含
む
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
配
慮
を
促
す
い
っ
そ
う
具
体
的
な
行
動
規
定
を
置
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
会
社
法
上
も
何

ら
か
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
、
前
田
重
行
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
研
究
』
三
七
八
―

三
七

九
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
二
五
年
）。

（
133
）　

会
社
（
ソ
シ
エ
テ
）
は
、
適
法
な
目
的
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
社
員
（associés

）
共
通
の
利
益
の
た
め
に
設
立
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
同
条
一
項
に
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
に
よ
り
追
加
さ
れ
、「
会
社
（
ソ
シ
エ
テ
）
は
、
会
社
の
利
益
の
た
め
に
経
営
す
る
に

あ
た
り
、
そ
の
活
動
に
お
け
る
社
会
的
課
題
及
び
環
境
上
の
課
題
を
考
慮
に
入
れ
る
」
と
規
定
す
る
（
石
川
・
前
掲
注（
104
）九
七
頁
、
加

藤
徹
＝
小
西
み
も
恵
＝
笹
川
敏
彦
＝
高
田
尚
彦
＝
出
口
哲
也
訳
「【
翻
訳
】
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
・
補
遺
⑴
」
法
と
政
治
七
一
巻
四
号
一
〇

七
頁
（
二
〇
二
一
年
）。

（
134
）　

上
田
・
前
掲
注（
7
）「（
二
）」
三
四
頁
。Jean R
iv

ero et Jean S
a

v
a

t
ier, D

roit du travail, 13
e éd. 1993, T

hém
is PU

F, p. 
216.

（
135
）　

荒
木
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）一
八
八
頁
〔
荒
木
発
言
〕。


